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○横須賀市市民協働推進補助金交付要綱 

平成14年4月1日 

(総則) 

第1条 横須賀市市民協働推進補助金の交付については、補助金等交付規則(昭和47年横須

賀市規則第33号。以下「規則」という。)、横須賀市市民協働推進条例(平成13年横須賀市

条例第3号。以下「条例」という。)及び横須賀市市民協働推進条例施行規則(平成13年横

須賀市規則第73号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

(目的) 

第2条 市民公益活動の活性化を図り、市民の創意を活かし、個性豊かな地域社会を実現す

るため、先駆性、機敏性、専門性、地域性、広域連帯性等の特性を有する市民公益活動団

体が行おうとし、又は、現在行っている市民公益活動に要する経費の一部を補助するもの

とする。 

(対象団体) 

第3条 横須賀市市民協働推進補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができ

る団体は、次の各号に該当するものとする。 

(1) 市内に活動拠点を有する市民公益活動団体 

(2) 市民公益活動の実施及び運営から実績報告まで責任を持って履行できる団体 

(3) 第7条の規定による審査で選考された団体 

(対象事業) 

第4条 補助の対象となる事業は、条例第2条第2項に規定する市民公益活動のうち、次の要

件を満たすものとする。 

(1) ボランティアを広く募り、適切に活用したうえで行われるもの 

(2) 会費、助成金、協賛金等による収入(次条第3項に掲げる経費に充てる額を除く。以

下「自己資金」という。)が、補助対象事業に要する経費の20パーセント以上を占める

もの 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助の対象としない。 

(1) 市が実施する他の財政的支援制度の対象となるもの 

(2) 市民公益活動の主たる効果が市外で生じるもの 

(3) 過去に3回以上この要綱による補助金の交付を受けた団体が実施するもの。ただし、

特に公益性が高く、当該公益活動を所管する部局がない事業又は複数の部局に関係する

事業のうち、市長が必要と認めるものは除くものとする。 
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(4) その他公序良俗に反する等、補助対象として適当でないと認められるもの 

(補助金の額) 

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業に要する経費から自己資金の

額を除いた額(50万円を限度とする。)とする。 

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てる。 

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補助の対象としない。 

(1) 団体の事務所等を維持するための経費 

(2) 団体の経常的な活動に要する経費 

(3) 団体の構成員による会合の飲食費 

(4) 団体の構成員に対する人件費、謝礼等 

(公益活動の募集) 

第6条 当該補助金の交付を受けようとする団体は、所定の申込期間に横須賀市市民協働推

進補助金審査申込書(第1号様式)(以下「審査申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書(第2号様式) 

(2) 市民協働推進補助金事業予算書(第3号様式) 

(3) 市民公益活動団体の概要(第4号様式) 

(4) 市民公益活動団体の規約、会則等 

(5) その他参考となる書類 

2 市長は、申込期間終了後、提出された審査申込書を一般の閲覧に供するものとする。 

3 審査申込書を提出した団体は、公開プレゼンテーションを実施しなければならない。た

だし、市長が公開プレゼンテーションを実施しないことがやむを得ないと認めた場合は、

この限りでない。 

4 前項の規定にかかわらず、審査申込書を提出した団体の数が10を超える場合であって、

第1項の書類の内容により、審査申込書を提出した団体が次の各号のいずれにも該当しな

いときは、市長は、当該団体の公開プレゼンテーションの実施を省略することができるこ

ととする。この場合において、公開プレゼンテーションを実施しない団体の審査について

は、書類審査のみとするものとする。 

(1) 交付を受けようとする補助金の額が、他の団体と比べて相対的に大きい団体 

(2) この要綱に基づく補助金の申請が初めての団体であって、事業内容及び補助金の用
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途について追加の説明が必要と認められる団体 

(3) 公開プレゼンテーションの実施を特に希望する団体 

(4) その他市長が公開プレゼンテーションを実施させることが特に必要と認められる団

体 

(審査) 

第7条 市長は、審査にあたっては、横須賀市市民協働審議会(以下「審議会」という。)に

当該申込団体の活動企画についての評価及び補助額の査定を諮問し、答申を受けるものと

する。 

2 市長は、審査を終えたときは、速やかに、選考結果を申込団体に通知するものとする。 

(評価基準) 

第8条 前条第1項の評価の基準は、次に掲げるものとする。 

(1) 社会性の高い公益活動であること。 

(2) 事業計画及び予算計画に客観性及び現実性があり、事業実施による効果が期待でき

ること。 

(3) 市民公益活動としての特性が活かされていること。 

(4) 広くボランティアが参加できるような活動であること。 

(補助金交付申請) 

第9条 審査で選考された団体の補助金の交付申請に当たり、規則第4条各号に掲げる添付

書類の全部を省略するものとする。ただし、第6条第1項の規定により提出した事業計画

書又は予算書に変更を生じたときは、当該書類を添付するものとする。 

(実績報告書) 

第10条 規則第10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 補助対象事業に要する経費のうち自己資金の割合(以下「自己資金率」という。)を記

載した歳入歳出決算書 

(2) 領収書又はその写し 

(3) その他市民公益活動に関する資料 

(活動報告会) 

第11条 市長は、補助金の交付を受けた団体に活動の成果の報告をさせ、及び当該団体に

助言を与える機会として活動報告会を開催する。 

2 補助金の交付を受けた団体は、前項の活動報告会に出席し、活動の報告をしなければな

らない。ただし、市長が報告会に出席しないことがやむを得ないと認めた場合は、この限
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りでない。 

3 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた団体の数が10を超えるときは、市長は、

次の各号のいずれかに該当する団体の中から活動報告会において報告を行わせる団体を

決定するものとする。 

(1) 第6条第4項の公開プレゼンテーションを実施した団体以外の団体 

(2) 活動報告会への出席を特に希望する団体 

(3) 交付を受けた補助金の額が、他の団体と比べて相対的に大きい団体 

(その他の事項) 

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民部長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成14年4月1日から施行する 

附 則 

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則 

1 この要綱は、平成30年10月1日から施行する。 

2 改正後の横須賀市市民協働推進補助金交付要綱第4条第2項の規定にかかわらず、平成30

年度に、改正前の横須賀市市民協働推進補助金交付要綱の規定により横須賀市市民協働推

進補助金の交付を受けた団体又は特定非営利活動法人補助金交付要綱第3条第1項第3号

に規定する区分により特定非営利活動法人補助金の交付を受けた団体については、この要

綱施行の日から平成34年3月31日までの間は、当該補助金の対象と同一の公益活動につい

て、3回に達するまで、改正後の横須賀市市民協働推進補助金交付要綱の規定により横須

賀市市民協働推進補助金の交付を受けることができるものとする。 

附 則 
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1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。 

2 改正後の横須賀市市民協働推進補助金交付要綱第4条第2項の規定にかかわらず、特定非

営利活動法人補助金交付要綱の一部を改正する要綱(平成31年4月1日制定)による改正前

の特定非営利活動法人補助金交付要綱(平成21年4月1日制定)第3条第1項第3号に規定す

る区分により特定非営利活動法人補助金の交付を受けた団体については、この要綱施行の

日から平成34年3月31日までの間は、当該補助金の対象と同一の公益活動について、3回

に達するまで、改正後の横須賀市市民協働推進補助金交付要綱の規定により横須賀市市民

協働推進補助金の交付を受けることができるものとする。 
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第1号様式(第6条第1項関係) 

第2号様式(第1面)(第6条第1項関係) 

第2号様式(第2面) 

第2号様式(第3面) 

第2号様式(第4面) 

第3号様式(第6条第1項関係) 

第4号様式(第6条第1項関係) 

 


